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西
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藍
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は
じ
め
に

善
化
寺
は
山
西
省
大
同
市
旧
市
街
（
城
内
）
の
南
西
部
に
在
る
古
刹
で
あ
る
。

大
同
市
は
、
そ
の
郊
外
に
雲
岡
石
窟
を
控
え
、
市
内
に
は
美
し
く
整
備
さ
れ
た
古
刹
、
上
華
厳
寺
、
下
華
厳
寺
が
有
り
、
門
前
町

の
再
開
発
と
相
俟
っ
て
、
両
者
が
観
光
客
の
興
味
を
著
し
く
惹
く
が
、
善
化
寺
は
知
名
度
が
低
く
、
ま
た
そ
の
現
状
の
山
容
か
ら
し

て
も
、
十
分
に
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
具
に
境
内
を
眺
め
て
み
る
な
ら
、
善
化
寺
は
遼
・
金
代
の
建
築
群
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
規
模
、
ま
た

重
厚
に
し
て
壮
麗
な
る
様
は
決
し
て
両
華
厳
寺
に
見
劣
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
山
西
省
に
は
中
国
最
古
（
唐
代
）
の
木
造
建
築
物

と
さ
れ
る
南
禅
寺
大
殿
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
歴
史
的
木
造
建
築
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
に
そ
れ
ら
は
単
体
で

残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
善
化
寺
の
よ
う
に
境
内
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
古
建
築
で
あ
る
例
は
極
め
て
稀
で
、
そ
の
意
味
か
ら
も
極

め
て
重
要
な
文
化
財
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
中
華
人
民
共
和
国
国
務
院
は
第
一
批
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
（
一
九
六

善
化
寺
（
山
西
省
大
同
市
）
の
伽
藍
構
成
に
つ
い
て

遠
　
藤
　
純
　
祐

―
華
厳
と
密
教
が
融
合
し
た
一
形
態
と
し
て
―
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一
年
三
月
四
日
）
に
於
て
、
善
化
寺
を
故
宮
（
北
京
市
）・
万
里
長
城
（
北
京
市
）・
白
馬
寺
（
河
南
省
洛
陽
市
）・
大
雁
塔
（
陝
西

省
西
安
市
）
等
の
七
十
六
ヶ
所
と
共
に
「
古
建
築
及
歴
史
紀
念
建
築
物
」
の
分
野
か
ら
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
に
指
定
し
て
い
る
。

全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
は
こ
れ
ま
で
五
度
ば
か
り
公
布
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
批
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
の
公
布
は
一
九
八
二

年
二
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
り
、
先
の
公
布
か
ら
二
十
年
余
り
も
隔
た
っ
て
お
れ
ば
、
善
化
寺
の
価
値
が
如
何
に
早
く
よ
り
公
式

に
認
知
さ
れ
た
か
を
容
易
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

筆
者
が
善
化
寺
を
訪
れ
た
の
は
、
三
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
既
に
修
復
工
事
は
一
応
に
完
了
し
た
と
の
こ
と
で
、
目

立
っ
た
損
壊
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
十
全
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
な
か
っ
た
。
善
化
寺
は
歴
史
的
価
値
に
見
合

っ
た
だ
け
の
保
護
を
受
け
て
お
ら
ず
、
誠
に
残
念
な
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
一
応
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
家
的
に
も
認
め
ら
れ
た
善
化
寺
の
歴
史
的
価
値
と
は
建
築
物
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
り
、
仏
教
と
い
う
内
実
を
一
旦
排
し
た
、
所
謂
「
容
れ
物
」
に
対
し
て
の
評
価
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の

歴
史
的
価
値
は
単
純
に
建
築
史
の
分
野
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
大
金
西
京
大
普
恩
寺
重
修
大
殿

記
」
に
よ
れ
ば
、「
大
金
西
都
普
恩
寺
は
、
古
よ
り
号
し
て
大
蘭
若
と
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
善
化
寺
（
普
恩
寺
）
は
古
く
か
ら
大

寺
院
で
あ
っ
た
と
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
仏
教
史
研
究
の
場
面
で
殆
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
は
、
歴
史
的
な

名
僧
や
特
定
の
宗
派
と
い
っ
た
も
の
と
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
管
見
の
及
ぶ
範

囲
で
言
う
な
ら
、
仏
教
史
書
に
さ
え
善
化
寺
に
注
意
を
払
っ
た
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
若
し
こ
の
こ
と
が
逆
に
、
善
化

寺
に
何
か
記
載
す
べ
き
特
別
な
性
格
を
見
出
し
え
な
い
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
他
に
も
通
用
す
る
よ
う
な
特
色
の
無
さ
を
示
唆
し
て
い

る
も
の
と
捉
え
直
す
な
ら
、
遼
・
金
代
よ
り
良
好
に
保
存
さ
れ
て
き
た
善
化
寺
の
境
内
か
ら
、
当
時
の
仏
教
の
動
向
、
し
か
も
あ
る

程
度
の
一
般
的
傾
向
の
端
緒
を
窺
う
こ
と
も
期
待
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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本
論
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
先
ず
、
現
存
す
る
善
化
寺
の
伽
藍
及
び
尊
像
の
配
置
に
つ
い
て
仏
教
思
想
史
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ

と
に
よ
り
、
善
化
寺
の
設
計
思
想
を
探
り
、
仏
教
思
想
史
に
於
け
る
資
料
と
し
て
善
化
寺
の
再
評
価
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

善
化
寺
の
歴
史

善
化
寺
の
歴
史
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
大
正
大
蔵
経
史
伝
部
所
収
の
仏
教
史
書
に
一
切
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
正
史
に

も
殆
ど
そ
の
痕
跡
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
１
）

。
他
の
文
献
に
は
、
僅
か
に
『
山
西
通
志
』『
大
同
府
志
』
等
と
い
っ
た
地
方
誌
に

於
て
簡
略
に
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
記
事
も
善
化
寺
の
境
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
石
碑
に
示
さ
れ
た
内
容
を

超
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
碑
文
を
手
が
か
り
に
善
化
寺
の
清
代
ま
で
の
歴
史
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

善
化
寺
に
残
る
石
碑
は
次
の
如
き
で
あ
る
。

Ａ
　
大
金
西
京
大
普
恩
寺
重
修
大
殿
記
　
大
定
十
六
年
八
月
一
日
（
西
暦
一
一
七
六
）

Ｂ
　
重
修
善
化
寺
記
　
萬
歴
十
一
年
三
月
既
望
（
西
暦
一
五
八
三
）

Ｃ
　
重
修
善
化
寺
碑
記
　
乾
隆
五
年
季
夏
　
（
西
暦
一
七
四
〇
）

こ
れ
ら
三
基
の
石
碑
（
２
）

は
前
よ
り
Ａ
金
代
、
Ｂ
明
代
、
Ｃ
清
代
の
建
立
で
あ
り
、「
大
金
西
京
大
普
恩
寺
重
修
大
殿
記
」
が
最
古
の

も
の
と
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
善
化
寺
の
修
復
・
再
興
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
後
の
も
の
は
以
前
の
歴
史
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
当
時
の
修
復
事
業
を
主
な
内
容
と
し
て
お
り
、
ま
た
必
ず
や
先
の
碑
文
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

互
い
に
対
校
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
批
判
的
に
歴
史
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
碑
文
以

外
に
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
の
元
で
は
、
も
は
や
そ
れ
ら
に
依
拠
す
る
以
外
、
解
明
の
端
緒
を
求
め
る
こ
と
は
で
き



現代密教　第18号

― 170 ―

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
各
々
が
主
眼
と
す
る
修
復
事
業
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
が
目
覩
し
た
事
柄
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
当
時
に
於
て
伝
聞
さ
れ
た
内
容
が
歴
史
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
記
事
は
あ
る
程
度
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
三
種
の
碑
文
を
時
系
列
順
に
再
構
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
善
化
寺
の
歴
史
の
概
要
が
伺
わ
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。

一
　
開
元
寺
か
ら
普
恩
寺
へ
の
改
名

Ａ
碑

按
寺
建
於
唐
明
皇
時
。
與
道
觀
皆
賜
開
元
之
號
。
而
寺
獨
易
名
。
不
見
其
所
。
自
今
樓
有
銅
鐘
。
其
上
款
識
。
乃
是

泰
三
年
。

年
在
丙
申
。
所
鑄
造
也
。
其
易
今
名
。
當
在
石
晋
之
初
。
或
唐

以
後
。
第
未
究
其
所
易
之
因
耳
。

Ｂ
碑

善
化
寺
居
城
之
南
坊
。
地
址
宏
闊
。
規
制
整
肅
。
其
始
建
於
唐
玄
宗
開
元
間
。

爲
開
元
寺
。
有
銅
鐘
誌
。
後
唐
廢
帝
。

泰

三
年
。
丙
申
年
鑄
。
弗
記
何
年
。
毀
其
鐘
而
易
其
名
大
普
恩
寺
。

Ｃ
碑

始
於
唐
玄
宗
開
元
年
間
。
名
之
曰
開
元
寺
。
其
後
傳
之
久
。
更
其
名
曰
大
普
恩
寺
。

善
化
寺
の
歴
史
は
、
唐
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
寺
は
元
々
、「
開
元
寺
」
と
称
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
碑
文

に
は
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
根
拠
が
見
当
た
ら
ず
、
恐
ら
く
は
伝
聞
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
言
う
「
開
元
寺
」
は
『
唐
會
要
』
巻
四
十
八
の
「
天
授
元
年
十
月
二
十
九
日
。
兩
京
及
天
下
諸
州
。
各
置
大
雲
寺
一
所
。

至
開
元
二
十
六
年
六
月
一
日
。
並
改
為
開
元
寺
。」
と
言
う
所
の
「
開
元
寺
」
と
解
さ
れ
る
。
正
史
で
は
開
元
寺
が
天
下
に
置
か
れ
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る
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、『
舊
唐
書
』
卷
九
・
本
紀
第
九
・
玄
宗
下
に
「（
天
寶
三
年
）
夏
四
月
、
南

海
太
守
劉
巨
鱗
撃
破
海
賊
呉
令
光
、
永
嘉
郡
平
。
敕
兩
京
、
天
下
州
郡
取
官
物
鑄
金
銅
天
尊
及
佛
各
一
躯
、
送
開
元
觀
、
開
元
寺
。」

と
あ
り
、
ま
た
同
卷
二
十
四
・
志
第
四
・
禮
儀
四
に
「（
開
元
二
十
九
年
）
三
載
三
月
、
兩
京
及
天
下
諸
郡
於
開
元
觀
、
開
元
寺
、

以
金
銅
鑄
玄
元
等
身
天
尊
及
佛
各
一
躯
。」
と
あ
る
の
で
、
開
元
寺
が
各
地
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ず
事
実
と
し
て
捉
え
て
問
題

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
処
に
何
ヶ
所
、
実
際
に
開
元
寺
が
設
置
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
果
た
し
て
山
西
省
の
大

同
に
そ
れ
が
存
し
た
か
は
明
瞭
で
な
い
。

そ
の
後
、
こ
の
開
元
寺
は
普
恩
寺
に
改
称
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
鐘
楼
の
鐘
誌
に
「
清
泰
三
年
。
歳
在
丙
申
所
鑄
造
」
と
あ
り
、

そ
こ
に
「
普
恩
寺
」
の
銘
が
存
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
の
だ
と
言
う
。
今
で
は
こ
の
鐘
誌
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
に

普
恩
寺
の
前
身
が
開
元
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
Ａ
碑
で
「
そ
の
今
の
名
を
易

え
た
の
は
、
石
晋
之
初
に
在
る
べ
き
で
あ
り
、
或
い
は
唐
が
亡
じ
て
以
後
で
あ
り
、
た
だ
未
だ
そ
の
所
易
（
名
を
か
え
ら
れ
た
こ
と
）

の
因
は
究
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
あ
り
、
Ｂ
碑
で
も
「
何
年
に
そ
の
鐘
を
毀
し
、
そ
れ
を
易
え
て
大
普
恩
寺
と
名
付
け
た
か

に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
あ
る
か
ら
、
鐘
誌
に
開
元
寺
に
関
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
改

名
の
合
理
的
理
由
が
、
少
な
く
と
も
金
代
に
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
改
名
も
極
め
て
例
外
的
な
事
例

で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
れ
ば
、
あ
る
い
は
前
身
が
開
元
寺
で
あ
る
と
す
る
伝
承
も
確
実
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
故
に
、

以
上
の
史
料
か
ら
確
実
な
こ
と
を
求
め
る
な
ら
、「
清
泰
三
年
ま
で
に
は
普
恩
寺
が
存
し
、
金
代
あ
た
り
に
は
、
こ
の
普
恩
寺
の
歴

史
と
し
て
、
前
身
が
開
元
寺
で
あ
っ
た
と
す
る
伝
承
が
存
し
た
」
と
了
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
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二
　
遼
末
の
戦
災

Ａ
碑

遼
末
以
來
。

罹
鋒
燼
。
樓
閣
飛
爲
埃

。
堂
殿
聚
爲
瓦
礫
。
前
日
棟
宇
。
所
僅
存
者
。
十
不
三
四
。
驕
兵
悍
卒
。
指
爲
列
屯
。

而
喧
寂
頓
殊
。
掠
臧
俘
獲
。
紛
然
錯
處
。
而
垢
淨
俄
變
。
殘
僧
去
之
而
飮
泣
。
遺
黎
過
之
而

欷
。

Ｂ
碑

遼
末
時
遂
罹
兵
燹
。
十
存
三
四
。

Ｃ
碑遼

末
兵
燹
。
而
後
不
無
殘
廢
。

普
恩
寺
は
遼
末
に
戦
災
に
逢
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
遼
史
』
遼
史
卷
二
十
九
・
本
紀
第
二
十
九
・
天
祚
皇
帝
三
の

「（
保
大
二
年
）
夏
四
月
辛
卯
、
西
南
面
招
討
使
耶
律
佛
頂
降
金
、
雲

、
寧
邊
、
東
勝
等
州
皆
降
。
阿
疏
為
金
兵
所
擒
。
金
已
取
西

京
、
沙
漠
以
南
部
族
皆
降
。」
と
す
る
記
事
に
呼
応
す
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遼
の
敗
色
が
濃
厚
と
な
っ
た
時
期
、
金
軍
が
西

京
大
同
府
を
占
拠
し
、
そ
の
際
の
交
戦
で
境
内
の
半
分
以
上
が
罹
災
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
存
す
る
大
雄
宝
殿
と
普
賢
閣
は

共
に
遼
代
の
作
で
あ
る
と
、
一
致
し
て
建
築
学
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
戦
禍
を
免
れ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。

三
　
金
代
に
於
け
る
復
興

Ａ
碑

閲

滋
久
。
散
亡
稍
還
。
於
是
寺
之
上
首
。
通
玄
文
慧
大
師
圓
滿
者
。
思
童
戲
於
畫
沙
。
感
宿
因
於
移
礎
。
發
勇
猛
心
。
得
不
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退
轉
。
捨
衣
盂
凡
二
十
萬
。
與
其
徒
合
謀
協
力
。
化
所
難
化
。
悟
所
未
悟
。
開
尸
羅
之
壇
。
闡
盧
舎
之
教
。
以
慈
爲
航
。
遂
其

先
登
之
志
。
以
信
爲
門
。
咸
懷
後
至
之
恥
。
於
此
時
な
り
。
人
以
須
達
自
期
。
家
用
給
孤
独
相
勉
。
咸
蘊
至
願
。
爭
捨
所
愛
。

彼
髄
腦
支
體
。
尚
無
所
吝
。
况
百
骸
外
物
哉
。
於
是
輦
幣
委
珠
金
。

袍
鬻
裘
裳
者
。
相
系
于
道
。
累
月
逾
時
。
殆
無
虚
日
。

經
始
於
天
會
之
戌
申
。
落
成
於
皇
統
之
癸
亥
。

Ｂ
碑

金
太
宗
天
會
六
年
。

圓
滿
重
脩
。
煕
宗
皇
統
三
年
丁
巴
立
石
。

Ｃ
碑

金
太
宗
天
會
六
年
。
寺

圓
滿
。
重
脩
葺
焉
。
而
古
刹
爲
之
一
新
。

遼
末
に
罹
災
し
た
普
恩
寺
は
、
金
代
に
な
っ
て
復
興
さ
れ
た
。
そ
の
工
期
は
、
天
会
六
年
（
一
一
三
八
）
か
ら
皇
統
三
年
（
一
一

四
三
）
の
間
の
お
よ
そ
十
五
年
間
を
要
し
た
と
い
う
。

こ
の
工
事
を
主
導
し
た
の
は
、
普
恩
寺
の
上
首
で
あ
っ
た
通
玄
文
慧
大
師
圓
滿
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
物
を
他
の

文
献
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
。
但
し
Ａ
碑
に
は
「
尸
羅
之
壇
を
開
き
、
盧
舎
之
教
を
闡
じ
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
か

ら
す
る
と
、
先
ず
戒
壇
を
開
き
う
る
資
格
を
有
し
、
ま
た
「
盧
舎
之
教
」
に
通
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
「
盧
舎

之
教
」
は
、「
盧
舍
那
仏
之
教
」
と
予
想
さ
れ
、
特
に
「
盧
舍
那
仏
之
教
」
と
言
っ
て
い
る
限
り
は
、
そ
の
人
物
の
所
宗
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
宜
し
い
わ
け
で
あ
り
、
盧
舍
那
仏
を
教
義
の
中
心
に
据
え
る
清
涼
宗
（
華
厳
宗
）
が
先
ず
も
っ
て
想
起

さ
れ
る
。
し
か
し
、
盧
舍
那
仏
を
中
心
と
す
る
教
義
を
有
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
華
厳
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、『
大
日
經
』

等
の
密
教
に
つ
い
て
も
や
は
り
同
様
で
あ
り
、
予
め
そ
れ
ら
を
除
外
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

普
恩
寺
復
興
に
要
し
た
金
銭
は
、
主
導
者
た
る
圓
滿
の
私
費
の
み
で
賄
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
信
者
ら
に
よ
っ
て
支
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出
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
Ａ
碑
に
は
次
の
如
く
復
興
さ
れ
た
境
内
の
様
子
が
克
明
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
巨
額
の
工
費

を
要
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

凡
爲
大
殿
。
曁
東
西
朶
殿
。
羅
漢
洞
。
文
殊
普
賢
閣
。
及
前
殿
。
大
門
。
左
右
斜
廊
。
合
八
十
餘
楹
。
甓
變

埴
。
丹

供

其
繪
畫
。
榱
椽
梁
柱
。
飾
而
不
侈
。
階
序

闥
。
廣
而
有
容
。
爲
諸
佛
薩

。
而
天
龍
八
部
。
合
爪
掌
圍
遶
。
皆
選
於
名
筆
。

爲
五
百
尊
者
。
而
待
衞
供
獻
。
各
有
儀
物
。
皆
塑
於
善
工
。

容
莊
穆
。
梵
相
奇
古
。
慈
憫
利
生
之
意
。
若
發
於
眉
宇
。
秘
密

拔
苦
之
言
。
若
出
於
舌
端
。
有
來
瞻
仰
。
莫
不
欽
肅
。
五
體
投
地
。
一
心
同
聲
。

此
幻
身
。
如
在
龍
華
會
上
。
百
寶
光
明
中
。

其
爲
饒
益
。
至
矣
大
矣
。
不
可
得
而
思
議
矣
。

こ
の
碑
文
に
は
、
復
興
さ
れ
た
建
築
物
と
し
て
「
大
殿
」「
東
西
朶
殿
」「
羅
漢
堂
」「
文
殊
・
普
賢
閣
」「
前
殿
」「
大
門
」「
左
右

斜
廊
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
「
大
殿
」
と
「
普
賢
閣
」
は
、
現
存
す
る
建
物
が
遼
代
の
作
と
さ
れ
る
の
で
、
当
時
の
作
業

で
は
修
復
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
建
物
が
新
た
に
再
建
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

「
文
殊
閣
」
は
梁
思
成
氏
（
以
下
敬
称
略
）
の
『
大
同
古
建
築
調
査
報
告
』
に
「
大
雄
宝
殿
前
之
西
、
有
所
謂

”西
楼
“
者
、
巍

然
矗
立
、
其
東
尚
有
遺
址
、
遥
相
対
立
、
即
十
余
年
前
罹
災
之
東
楼
也
（
３
）

」
と
有
り
、
こ
れ
は
一
九
三
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
の
で
、
お
よ
そ
一
九
二
〇
年
あ
た
り
に
文
殊
閣
は
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
は
基
台
の
み
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
規
模

は
普
賢
閣
に
等
し
い
の
で
、
ま
さ
し
く
対
と
な
る
形
で
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
左
右
斜
廊
」
は
既
に
失
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
故
址
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
梁
思
成
は
「
東
西
廊
已
毀
、
僅
余
一
部
階
基
之
故

址
、
即
図
版
十
五
所
示
之
点
綫
是
已
。
又
東
西
廊
必
依
垣
而
設
、
今
図
中
東
西
垣
未
成
一
直
綫
、
与
碑
文

”左
右
斜
廊
“
合
。

（
４
）

」
と

述
べ
、
現
存
す
る
壁
に
沿
っ
て
「
左
右
斜
廊
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
予
想
し
、
壁
が
一
直
線
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
「
斜
廊
」

の
言
と
符
合
す
る
と
し
て
い
る
。
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「
羅
漢
堂
」
に
つ
い
て
は
、
同
書
で
は
「
羅
漢
殿
与
五
百
尊
者
、
倶
無
存
。
依
佛
寺
之
配
列
習
慣
、
羅
漢
殿
不
応
居
東
西
廊
以
内
。

就
実
状
論
、
亦
無
容
納
之
余
地
。
疑
在
其
両
側
、
或
大
雄
宝
殿

北
一
帯
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
言
の
通
り
、
現
状
を
見
る

限
り
更
に
「
羅
漢
堂
」
を
設
置
す
べ
き
箇
所
は
積
極
的
に
想
定
で
き
な
い
。
東
西
廊
に
そ
れ
ぞ
れ
一
堂
づ
つ
一
対
設
置
さ
れ
た
か
、

或
い
は
大
雄
宝
殿
の
北
に
い
く
ば
く
か
の
余
地
が
存
す
る
の
で
、
そ
の
位
置
に
求
め
る
か
と
す
る
予
想
は
、
消
去
法
に
よ
り
類
推
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
碑
文
で
は
、
現
存
す
る
東
西
配
殿
に
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
東
西
に
一
対
、
南

北
軸
か
ら
言
え
ば
、
三
聖
殿
と
大
門
の
中
間
に
存
す
る
建
物
で
あ
る
か
ら
、
羅
漢
と
い
う
尊
格
か
ら
す
る
と
、
山
門
を
入
っ
て
一
番

手
前
の
建
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
辺
り
に
つ
い
て
も
「
羅
漢
堂
」
に
適
当
な
箇
所
と
し
て
考
え
て
も
宜
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ
れ
以
外
の
「
大
殿
」（
現：
大
雄
宝
殿
）「
東
西
朶
殿
」「
普
賢
閣
」「
前
殿
」（
現：

三
聖
殿
）「
大
門
」（
現：

天
王
殿
）
は
現

在
も
確
認
で
き
、
主
た
る
建
築
物
は
現
存
し
て
お
り
、
山
容
は
金
代
よ
り
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

四
　
普
恩
寺
か
ら
善
化
寺
へ
の
改
名

Ｂ
碑

國
朝
正
統
十
年
乙
丑
。

大
用
奏
請
勅
。
頒
藏
經
及
賜
今
名
。
用
爲
習
儀
之
所
。
建

綱
司
於
内
。
設
都
副
綱
各
一
員
。
以

領

衆
。
規
禁

爲
嚴
整
。

亦
文
雅
不
群
。
形
勢
甲
於
雲
中
。
咸
稱
勝

焉
。

Ｃ
碑明

正
統
十
年
。

太
用
奏
請
藏
經
。
又
爲
整
飭
。
爲
多
官
習
儀
之
所
。
復
更
其
名
曰
善
化
寺
。

明
代
の
正
統
十
年
（
一
四
四
五
）
に
な
る
と
、「
普
恩
寺
」
は
「
善
化
寺
」
に
改
称
さ
れ
る
。
Ｂ
碑
に
よ
る
と
、
大
用
な
る
僧
の

（
５
）
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奏
上
に
よ
り
一
切
経
が
整
備
さ
れ
、
ま
た
僧
官
の
役
所
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
寺
は
そ
の
地
域
に
於
て
中
心
的

役
割
を
担
う
に
至
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
同
碑
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
於
い
て
寺
号
が
下
賜
さ
れ
た
旨
が
示
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
善
化
寺
」
の
寺
号
は
、
寺
に
新
た
に
付
与
さ
れ
た
行
政
上
の
指
導
的
役
割
に
由
来
す
る
も
の
と
考

え
て
宜
し
い
だ
ろ
う
。

こ
の
行
政
上
の
役
割
を
考
え
る
に
際
し
て
、
Ｂ
碑
の
「
用
っ
て
習
儀
之
所
と
し
」
と
い
う
一
文
は
Ｃ
碑
の
「
多
官
の
習
儀
の
所
と

し
た
」
に
対
応
し
、
こ
の
「
多
官
」
は
、
役
人
一
般
（
在
家
の
役
人
）
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
僧
官
以
外
に
も
礼
部

等
の
官
吏
が
常
駐
す
る
よ
う
な
寺
、
或
い
は
役
所
（
官
吏
養
成
機
関
）
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
な
寺
と
い
う
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
し

か
し
、
Ｂ
碑
で
は
そ
の
前
後
に
「
一
切
経
を
整
備
し
た
こ
と
」「
僧
綱
司
を
内
に
建
て
た
こ
と
」「
都
副
綱
を
そ
れ
ぞ
れ
一
員
を
設
け

た
こ
と
」
が
示
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
「
僧
衆
を
領
し
、
規
禁
し
て
、
ま
す
ま
す
厳
整
を
な
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
Ｂ
碑
で
い
う
「
習
儀
之
所
」
は
僧
侶
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
し
て
解
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
Ｃ
碑
の
「
多
官
」
を
役
人
一
般

と
し
て
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
仮
に
Ｃ
碑
の
表
現
を
尊
重
す
る
な
ら
、
官
の
中
で
も
僧
官
に
限
定
し
て
考
え
た
方
が
、
Ｂ
碑
と
の

整
合
性
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
僧
官
が
「
多
官
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
一
寺
に
集
ま
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。

恐
ら
く
は
、
明
代
の
Ｂ
碑
の
言
う
仏
教
的
な
「
習
儀
」
が
、
清
代
の
Ｃ
碑
で
は
一
般
官
吏
の
行
う
よ
う
な
儀
礼
の
予
行
演
習
と
し
て

解
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
見
る
の
が
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
　
明
代
に
於
け
る
善
化
寺
の
復
興

Ｂ
碑年

已
深
。
舊
規
漸
廢
。
臺
基
盡
毀
。
廊
廡
將
頽
。
於
是
隣
居
善
士
。
不
欲
以
千
年
之
古
刹
。
廢
於
一
旦
。
乃
與
寺

謀
脩
之
。
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首
請
於
都
撫
臺
永
年
申
公
。
禁
其
擾
亂
。
允
其
脩
葺
。
繼
請
於
鎭
守
都
督
永
昌
郭
公
。
廣
運
木
石
。
多
役
工
匠
。
專
官
以
董
之
。

米
豆
以
濟
之
。
自
是
樂
從
者
衆
貲
以
爲

人
勸
者
則
有
。
代
邦
國
主
。
特
爲
厚
施
。
而
諸
王
公
繼
之
。
善
士
致
祿
輩
。
寺

眞

性
宗
綬
輩
。
各
有
所
施
。
預
爲
甎
瓦
土
工
之
費
。
募

所
得
。
則
日
記
銀
米
數
多
。
工
力
雖
博
。
財
可
足
用
。
始
於
萬

四
年
。

中
有
水
患
。
九
年
而
告
成
矣
。

Ｃ
碑

萬

崇

年
間
亦
因
之
。
而
規
制
猶
爲
可
觀
。

正
統
年
間
に
整
備
さ
れ
た
善
化
寺
も
、
以
後
一
五
〇
年
ほ
ど
す
る
と
、
再
び
荒
廃
し
た
。

Ｂ
碑
に
よ
れ
ば
、「
旧
規
は
次
第
に
廃
さ
れ
」
と
あ
り
、
僧
官
の
配
置
が
次
第
に
廃
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
善
化
寺
は
国
家
的
な
援

助
を
望
む
こ
と
が
で
き
ず
、
経
済
的
に
窮
し
て
い
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
寺
域
再
興
の
機
運
は
「
隣
居
の
善
士
」
よ
り

興
り
、
彼
ら
が
「
寺
僧
と
謀
っ
て
こ
れ
を
修
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
寺
院
に
は
も
は
や
主
体
的
に
伽
藍
再
建
を
呼
び
か
け

う
る
よ
う
な
人
物
が
も
は
や
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、「
都
撫
台
永
年
申
公
」「
鎮
守
都
督
永
昌

郭
公
」
の
庇
護
の
元
、
民
衆
か
ら
諸
王
公
に
至
る
ま
で
広
く
寄
付
を
募
っ
て
工
費
を
賄
い
、
九
年
を
要
し
た
一
大
事
業
を
完
成
す
る

に
至
っ
た
。

そ
の
工
期
は
「
萬
歴
十
四
年
」
か
ら
九
年
間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
Ｂ
碑
に
「
大
明
萬
歴
十
一
年
春
三
月
　
既
望
立
石
」
と
あ

り
、
工
期
と
碑
文
の
跋
語
の
時
代
が
前
後
し
て
い
る
の
は
、
些
か
奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
碑
文
に
は
「
碑
を
記
し
た
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
既
に
万
歴
十
一
年
に
は
、
石
碑
を
立
て
る
こ
と
を
既
に
望
ん
で
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
撰
者
の

「
龍
門
衛
儒
學
訓
導
雲
中
張
時
中
」
は
実
際
に
工
事
に
入
る
以
前
の
計
画
の
段
階
か
ら
善
化
寺
復
興
の
現
場
に
関
わ
っ
て
い
て
、
そ

の
段
階
よ
り
「
既
に
石
を
立
て
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
」
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
僧
俗
一
致
し
て
寺
の



現代密教　第18号

― 178 ―

再
興
を
発
願
し
て
か
ら
、
都
撫
台
永
年
申
公
ら
の
許
可
を
取
り
付
け
る
等
と
い
っ
た
準
備
段
階
に
少
な
く
と
も
三
年
ほ
ど
の
時
間
を

要
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
工
事
に
よ
り
、「
台
基
は
尽
く
さ
れ
、
廊
廡
は
頽
そ
う
と
し
て
い
た
」
善
化
寺
は
「
梵
宇
之
制
は
こ
れ
に
加
え
る
も
の
は
無

い
の
で
あ
る
」
と
描
写
さ
れ
る
ほ
ど
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
様
子
に
つ
い
て
Ｂ
碑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
都
以
堅
實
久
遠
爲
計
。
故
朴
實
之
務
多
。
藻
繪
之
文
鮮
。
塑
像
悲
甚
毀
者
。
不
以
更
粧
嚴
。
非
甚
陋
者
不
以

。
惟
於
朽
者

易
之
。
頽
者
理
之
。
新
其
廡
壁
。
甃
其
臺
基
。

二
亭
於
臺
上
。
以
蔽
鍾
鼓
。
易
石
欄
於
四
周
。
以
壯
觀
瞻
。
廊
内
及
臺
下
之

地
。
悉
以
甎
石
砌
之
。
而
秀
麗
之

。
倍

於
昔
。
至
於
改
易
其
牆
垣
。
則
體
制

峻
。
開
廣
其
山
門
。
則
氣

愈
宏
。
梵
宇

之
制
。
無
以
加
此
。
又
樹
坊
於
通
衢
之
外
。
俾
見
者
咸
知
所
仰
焉
。
諸
善
人
崇
佛
之
心
。
至
矣
盡
矣
。

碑
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
工
事
は
伽
藍
を
新
築
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
破
損
箇
所
、
或
い
は
経
年
劣
化
し
た
箇
所
の
補
修
修

復
、
ま
た
「
堅
実
久
遠
を
計
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
躯
体
構
造
の
補
強
と
い
っ
た
点
が
主
眼
に
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
旧
来
の
善
化
寺
の
伽
藍
を
基
本
的
に
保
存
す
る
方
向
で
の
工
事
が
な
さ
れ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で

も
「
二
亭
を
台
上
に
増
し
て
鐘
鼓
を
翳
し
」
と
有
り
、
境
内
を
囲
う
壁
と
一
体
構
造
と
な
る
鐘
楼
と
鼓
楼
が
、
こ
の
工
事
に
よ
り
新

た
に
増
設
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
坊
を
通
衢
の
外
に
設
け
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
以
前
の
史
料
に
示
さ
れ
て
い

な
い
設
備
で
あ
り
、
こ
の
修
復
時
期
に
新
設
さ
れ
た
も
の
か
、
或
い
は
移
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま

た
そ
の
遺
址
が
発
見
さ
れ
た
と
の
報
告
も
無
い
の
で
、
そ
の
設
備
を
善
化
寺
内
に
如
何
に
位
置
づ
け
う
る
か
明
瞭
で
は
な
い
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
新
築
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
僧
坊
が
境
内
の
外
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
僧
侶
の
生
活
空

間
と
宗
教
的
空
間
が
明
確
に
峻
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
境
内
に
僧
坊
を
持
た
な
い
現
状
の
善
化
寺
境
内
の
形
に
沿
う
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
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六
　
清
代
に
於
け
る
善
化
寺
の
復
興

Ｃ
碑

國
朝
姜
變
。
而
後
復
遭
催
折
。
臺
基
盡
廢
。
廊
廡
倶
頽
。
棍
徒
指
爲
賭
局
。
頑
童

爲
戲
地
。
心
存
之
徒
源
慶
。
目
覩
心
傷
。

與
本
街
檀
越
田
見
龍
胡
兆
晟
等
商
議
。
募
化
衆
善
。
高
佩
玉
等
。
從
康
煕
四
十
七
年
起
工
。
至
康
煕
帝
五
十
五
年
工
止
。
數
年

之
間
。
風
雨
不
避
。
晝
夜
不
辭
。
勤
勞
之
至
。
工
程
告
竣
。

厥
後
軍
需
煩
興
。
造
置
駱
駝
鞍

。
廊
屋
盡
被

砌
。
階
級
又
致
損
傷
。
大
殿
土
墻
將
有
□
覆
之
憂
。
沿
及
乾
隆
五
年
。
其
徒

廣
徳
。
從
京
受
戒
歸
。
源
慶
與
其
徒
。
又
向
衆
善
募
化
。
灰
灌
階
級
。
甎
包
殿
墻
。
棟
宇
愈
見

煌
。
宮
室

爲
聳
翠
。
恢
恢

乎
誠
可
能
謂
之
大
壯
而
無
愧
矣
。

清
代
の
碑
文
に
は
、
二
度
の
工
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

最
初
の
工
事
は
僧
源
慶
と
田
見
龍
・
胡
兆
晟
等
の
商
人
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
康
煕
四
十
七
年
よ
り
か
ら
同

五
十
五
年
の
八
年
間
を
要
す
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
工
事
の
内
容
に
関
し
て
同
碑
文
で
は
「
其
廢
而
高
者
以
復
。
擧
其

頽
而
墜
者
以
興
。
廊
廡
盡
爲
甎
牆
。
初
無
一
間
之
弗
固
。
臺
基
悉
爲
齊
備
。
又
無
幾
微
或
虧
。
畫
六
十
餘
間
之
壁
。
聖
像
巍
巍
。
整

三
座
聖
殿
之
儀
。
金
身
燦
燦
。
立
鐘
樓
於
廟
中
。
居
民
有
靜
聽
之
樂
。
移

房
於
廊
外
。
殿
宇
無
騒
擾
之
憂
。」
と
述
べ
て
お
り
、

明
代
の
工
事
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
修
復
を
旨
と
し
た
作
業
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、「
僧
坊
を

廊
外
に
移
し
」
と
あ
り
、
既
に
明
代
に
於
て
一
旦
外
に
出
さ
れ
た
僧
坊
が
再
び
境
内
の
中
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
宗
教
空
間
に
於
て
「
騒
擾
之
憂
」
が
存
し
た
た
め
、
再
び
境
内
の
外
に
僧
坊
を
移
設
し
て
い
る
。
ま
た
明
代
に
増
設
さ
れ
た
鐘

楼
は
、
騒
音
問
題
か
ら
、
塀
の
上
か
ら
内
側
の
境
内
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
大
雄
宝
殿
等
の
歴
史
的
建
築
物
に
大
き
な
改
変
は
無
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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二
度
目
の
工
事
は
、
同
じ
く
僧
源
慶
と
、
そ
の
弟
子
広
徳
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
乾
隆
五
年
に
起
工

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
石
碑
も
同
年
の
記
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
工
期
は
一
年
未
満
の
小
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
改
装

程
度
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
善
化
寺
の
歴
史
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
の
寺
の
歴
史
は
唐
の
開
元
寺
時
代
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
も
、
そ
の
信

憑
性
は
疑
わ
し
く
、
歴
史
的
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
は
、
大
普
恩
寺
時
代
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
以
後
、
清
代
に
至
る
ま
で
、
記

録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
計
四
回
ば
か
り
の
復
興
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
が
、
何
れ
も
以
前
の
建
物
を
尊
重

し
保
存
す
る
方
向
で
な
さ
れ
て
き
た
た
め
、
現
代
に
於
て
も
遼
・
金
代
の
建
物
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
明
代
に
新
た

に
鐘
楼
・
鼓
楼
が
設
け
ら
れ
、
或
い
は
僧
坊
が
境
内
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、
善
化
寺
は
大
き
く
山
容
を
損
な

う
こ
と
な
く
今
日
に
ま
で
至
っ
て
お
れ
ば
、
個
々
の
建
築
物
の
歴
史
的
価
値
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
思
想
史
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
寧
ろ
伽
藍
構
成
の
保
存
と
い
っ
た
意
味
か
ら
も
更
に
高
く
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

善
化
寺
の
伽
藍
構
成

善
化
寺
に
現
存
す
る
建
築
物
に
は
、
山
門
・
東
西
配
殿
・
三
聖
殿
・
普
賢
閣
・
大
雄
宝
殿
・
東
西
朶
殿
が
有
り
、
こ
の
内
、
南
か

ら
北
に
一
列
に
山
門
・
三
聖
殿
・
大
雄
宝
殿
が
並
び
、
そ
の
間
の
東
西
軸
に
手
前
か
ら
東
西
配
殿
・
文
殊
閣
址
及
び
普
賢
閣
が
在
り
、

大
雄
宝
殿
の
東
西
に
東
西
朶
殿
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
梁
思
成
の
作
成
し
た
総
平
面
図
（
図
１
）
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
配

置
の
把
握
は
用
意
で
あ
ろ
う
。
善
化
寺
は
こ
の
よ
う
に
南
北
軸
を
中
心
に
し
て
東
西
に
対
称
的
に
建
物
が
配
さ
れ
て
お
り
、
中
国
に

於
け
る
伝
統
的
な
配
置
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。



善化寺（山西省大同市）の伽藍構成について

― 181 ―

こ
こ
で
は
主
要
な
建
物
に
つ
い
て
概
観
し
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

善
化
寺
に
至
る
と
、
そ
の
境
内
に
入
る
に
は
先

ず
山
門
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

梁
思
成
に
よ
れ
ば
、
こ
の
山
門
の
建
築
様
式

（
単
層
寄
棟
造
）
は
三
聖
殿
と
同
一
系
統
の
も
の
で

あ
り
、
金
代
の
再
建
に
際
し
て
新
築
さ
れ
た
も
の

と
比
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
村
田
治
郎
氏
（
以

下
敬
称
略
）
は
「
細
部
を
見
て
い
る
と
や
は
り
明

代
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
前
殿
に
く
ら
べ

て
一
層
後
世
の
要
素
が
多
い
（
６
）

」
と
し
て
お
り
、
そ
の
推
定
さ
れ
る
建
立
時
期
は
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
建
物
は
山
門
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
が
、
正
面
五
間
（
約
二
九
メ
ー
ト
ル
）
奥
行
二
間
（
約
十
一
メ
ー
ト
ル
）
の
一
種
の
堂
殿
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
四
天
王
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
天
王
殿
と
も
呼
ば
れ
る
。
梁
思
成
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
塑
像
は
建
物
よ
り
も
ず
っ

と
新
し
く
、
明
代
以
後
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

山
門
を
通
り
抜
け
る
と
、
三
聖
殿
に
至
る
。

三
聖
殿
は
正
面
五
間
（
約
三
三
メ
ー
ト
ル
半
）、
奥
行
四
間
（
約
二
十
メ
ー
ト
ル
半
）
の
規
模
を
持
ち
、
大
雄
宝
殿
に
次
ぐ
主
要

な
建
物
で
あ
る
。
梁
思
成
説
で
は
、
そ
の
建
築
様
式
（
単
層
寄
棟
造
・
減
柱
造
）
か
ら
金
代
の
建
立
と
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
碑
で
い
う

「
前
殿
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
梁
思
成
説
を
受
け
て
村
田
は
「
か
つ
て
は
前
述
の
碑
文
か
ら
金
初
の
建

図１　梁思成全集（中国建築工業出版社）所収
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築
様
式
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
遼
代
の
と
あ
ま
り
違
い
す
ぎ
る
し
、
朔
県
崇
福
寺
の
弥
陀
殿
す
な
わ
ち
金
初
の
建

築
と
も
一
致
し
な
い
の
で
、
金
代
中
期
か
ら
元
初
へ
か
け
て
の
間
に
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
明
代
に
修
補
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か

と
今
で
は
考
え
る
に
至
っ
た
（
７
）

。」
と
言
う
。
筆
者
は
建
築
史
に
言
及
す
べ
き
専
門
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
建
築
史
学

の
成
果
か
ら
、
早
く
て
金
初
、
遅
く
と
も
金
代
中
期
か
ら
元
初
に
か
け
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
一
応
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。
こ
の
殿
内
中
央
に
は
釈
迦
如
来
座
像
一
体
、
そ
の
左
右
に
各
々
一
体
の
脇
侍
立
像
（
尊
格
不
明
）
が
有
り
、
左
右
各
々
の
脇
侍

を
隔
て
て
各
辺
に
普
賢
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
の
座
像
そ
れ
ぞ
れ
一
体
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
聖
殿
の
「
三
聖
」
と

は
華
厳
三
聖
を
指
示
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
殿
内
の
諸
像
の
製
作
時
期
等
に
つ
い
て
村
田
は
「
内
部
の
仏
像
も
ま
た
建
築
と
年
代

を
同
じ
く
す
る
か
と
思
う
が
、
近
世
の
彩
色
の
た
め
に
は
な
は
だ
卑
俗
に
み
え
る
も
の
の
、
一
面
に
お
い
て
金
初
ら
し
い
面
影
も
存

す
る
の
で
、
建
築
年
代
と
と
も
に
さ
ら
に
考
察
を
一
層
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
８
）

。」
と
述
べ
、
結
論
を
保
留
し
て
は
い
る
も
の
の
、

村
田
は
山
門
の
四
天
王
像
よ
り
も
は
る
か
に
美
術
的
に
評
価
し
て
お
り
、
直
ち
に
金
初
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
に
せ
よ
、
明
代
を
超

え
る
ほ
ど
新
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
三
碑
と
「
金
西
京
普
恩
寺
重
修
釋
迦
如
來
成
道
碑
」
の
計
四
基
の
碑
文
も
、
現
在
で
は
こ
こ
に
保
存
安
置
さ
れ
て
い

る
。三

聖
殿
を
出
る
と
、
正
面
に
大
雄
宝
殿
が
見
え
、
そ
の
手
前
の
左
右
に
は
普
賢
閣
と
文
殊
閣
が
存
す
る
。
但
し
こ
の
内
、
文
殊
閣

は
既
に
失
わ
れ
て
お
り
、
現
在
は
そ
の
台
基
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。

普
賢
閣
は
正
面
三
間
（
十
、
四
メ
ー
ト
ル
）、
奥
行
二
間
（
十
、
四
メ
ー
ト
ル
）
ば
か
り
の
正
方
形
の
重
層
入
母
屋
造
二
層
楼
閣

で
あ
り
、
建
築
様
式
か
ら
遼
代
の
建
立
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
梁
思
成
・
村
田
説
）。
田
中
淡
氏
は
「
普
賢
閣
、
三
聖
殿
と
天
王
殿

は
金
代
の
再
建
で
あ
る
が
、
普
賢
閣
を
遼
代
創
建
と
す
る
説
も
あ
る
（
９
）

」
と
述
べ
、
普
賢
閣
を
遼
代
と
す
る
梁
思
成
説
を
紹
介
し
な
が
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ら
、
金
代
と
す
る
説
を
示
し
て
お
り
、
見
解
が
一
定
し
て
い
な
い
。
上
層
に
は
白
像
に
座
す
普
賢
菩
薩
像
一
体
と
そ
の
傍
ら
に
天
人

の
立
像
が
存
す
る
。
梁
思
成
は
こ
れ
ら
の
尊
像
を
宋
代
の
作
風
を
残
す
も
の
と
評
し
て
お
り
、
建
築
と
さ
ほ
ど
年
代
的
に
隔
た
ら
な

い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

大
雄
宝
殿
（
単
層
寄
棟
造
）
は
正
面
七
間
（
約
四
一
メ
ー
ト
ル
半
）、
奥
行
五
間
（
約
二
六
メ
ー
ト
ル
）
の
規
模
で
、
善
化
寺
の

最
も
主
要
な
建
築
物
で
あ
る
。
こ
の
大
雄
宝
殿
に
つ
い
て
は
、
三
氏
と
も
に
一
致
し
て
遼
代
の
創
建
と
認
め
て
い
る
。

殿
内
正
面
中
央
に
は
、
五
間
に
わ
た
り
横
一
列
に
各
間
中
央
に
一
体
ず
つ
五
仏
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
正
面
向
っ
て
右
よ
り
、
東
方

阿

仏
、
南
方
宝
生
仏
、
中
央
盧
舍
那
仏
、
西
方
阿
弥
陀
仏
、
北
方
不
空
成
就
仏
の
順
で
並
ん
で
お
り
、
中
央
に
は
ド
ー
ム
状
の
装

飾
天
井
（
闘
八
藻
井
）
が
奢
ら
れ
、
中
央
盧
舍
那
仏
は
他
の
四
仏
と
峻
別
さ
れ
、
最
も
重
要
な
尊
格
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
先
の
三
聖
殿
で
は
、
こ
の
盧
舍
那
仏
は
「
華
厳
經
」
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
大
雄
宝
殿
で
は
「
金
剛
頂
經
」、
或

い
は
金
剛
界
曼
荼
羅
に
於
け
る
そ
れ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
両
者
は
明
確
に
峻
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
両

側
の
壁
面
に
は
、
各
辺
十
二
体
ず
つ
護
法
二
十
四
諸
天
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
像
を
評
し
て
、
村
田
は
「
坐
仏
像
は
大

き
く
彫
刻
技
法
も
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
天
部
諸
像
の
極
め
て
自
由
奔
放
な
姿
態
の
方
が
一
一
層
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
諸
像
そ
の
も
の
お
よ
び
配
列
は
上
華
厳
寺
の
大
雄
宝
殿
と
関
聯
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
し
か
し
彫
刻
の
出
来
栄
え
に
な
る

と
、
こ
ち
ら
の
方
が
は
る
か
に
上
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。」
と
評
し
、
ま
た
「
こ
れ
ら
の
彫
刻
の
年
代
も
ま
た
断
定
的
に

は
ま
だ
い
い
得
な
い
が
、
建
築
よ
り
年
代
が
少
し
遅
れ
て
金
初
に
成
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
碑
文
に
も
天
会
六
年
な
い
し
皇
統
三
年

の
大
重
修
に
あ
た
っ
て
塑
像
を
つ
く
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
金
初
に
お
け
る
こ
の
殿
修
補
と
同
時
に
、
遼
末
の
戦
乱
に
こ
わ
さ
れ
た
諸

像
が
根
本
的
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
私
は
い
い
た
い
。」
と
諸
像
の
製
作
年
代
を
推
定
し
て
い
る
。
梁
思
成
は
、
仏
像

は
遼
代
製
作
の
も
の
で
、
堂
殿
と
年
代
が
等
し
い
と
考
え
て
い
る
。
但
し
仏
像
の
内
、
光
背
は
明
代
以
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と

（
10
）

（
11
）
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す
る
。
二
十
四
諸
天
像
は
、
そ
の
造
形
か
ら
明
清
代
の
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
の
み
で
、
つ
ま
り
は
そ
れ
よ
り
以
前
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。

ま
た
、
こ
の
大
雄
宝
殿
に
東
西
に
連
な
る
よ
う
に
し
て
、
東
西
朶
殿
が
配
さ
れ
て
い
る
。
西
殿
に
は
地
蔵
菩
薩
、
東
殿
に
は
観
音

菩
薩
が
祀
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
地
蔵
殿
・
観
音
殿
と
呼
称
さ
れ
る
。
両
殿
は
規
模
が
全
く
一
致
し
て
お
り
、
何
れ
も
正
面
三
間
ば
か
り

の
小
規
模
な
建
築
で
あ
る
。
建
築
年
代
は
早
く
と
も
金
代
初
頭
、
遅
く
と
も
清
代
以
前
と
の
推
測
が
な
さ
れ
て
お
り
（
梁
思
成
説
）、

あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。

伽
藍
構
成
の
解
読

こ
れ
ま
で
善
化
寺
の
歴
史
と
現
状
の
伽
藍
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
善
化
寺
の
原
形
が
現
代
に
至
る
ま
で
お
お
よ
そ
保
存
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但
し
厳
密
に
言
え
ば
、
善
化
寺
の
歴
史
を
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
て
こ
な
い
唐

代
の
開
元
寺
に
ま
で
遡
ら
ず
、
普
恩
寺
時
代
に
原
形
を
求
め
る
と
す
る
と
、
遼
代
よ
り
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
大
雄
宝
殿

と
普
賢
閣
を
先
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
多
少
不
確
か
な
が
ら
大
雄
宝
殿
の
諸
像
（
五
仏
及
び
二
十
四
護
法
神
）
も
遼
代
か
ら
遠
か

ら
ず
製
作
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
先
ず
原
形
を
完
全
に
留
め
た
状
態
と
し
て
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
山

門
・
三
聖
殿
に
つ
い
て
は
、
古
く
と
も
金
初
、
或
い
は
遅
く
と
も
明
代
と
の
こ
と
で
、
建
立
年
代
に
幅
が
残
る
。
各
殿
の
諸
像
も
、

山
門
の
四
天
王
像
は
明
代
の
も
の
で
、
三
聖
殿
の
三
聖
像
は
金
初
の
面
影
を
残
す
と
言
わ
れ
、
普
賢
閣
の
普
賢
菩
薩
像
は
宋
代
の
作

風
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
製
作
年
代
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
先
の
如
く
善
化
寺
の
歴
史
を
概
観
し
て
み
る
と
、
度
重
な

る
修
復
工
事
の
何
れ
も
が
、
大
き
な
改
変
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
修
復
を
専
ら
と
し
、
肯
定
的
に
従
来
の
善
化
寺
の
境
内
を
保
存
し
よ

う
と
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
美
術
史
や
建
築
史
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の
重
修
さ
れ
た
際
の
作
風
に
注
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視
し
、
当
時
の
技
術
や
美
意
識
を
解
明
す
る
こ
と
に
主
眼
が
存
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
諸
殿
・
諸
像
に
ま
ち
ま
ち
な
製
作
年
代
の
考
察

は
極
め
て
重
要
な
事
柄
だ
と
言
え
る
が
、
仏
教
思
想
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
堂
殿
や
尊
像
が
如
何
な
る
製
作
年
代
で
あ
っ
て
も
、

堂
殿
が
移
動
し
て
お
ら
ず
、
尊
格
が
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
そ
の
建
築
様
式
、
或
い
は
美
術
的
様
式
と
い
う
こ
と
に
ま
で

立
ち
入
る
必
要
は
余
り
な
く
（
勿
論
、
思
想
史
と
し
て
関
わ
り
う
る
密
教
様
式
云
々
と
い
う
場
合
に
は
言
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
）、

基
本
的
に
善
化
寺
は
改
変
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
想
定
さ
れ
る
な
ら
、
現
存
す
る
寺
の
造
営
結
構
が
遼
・
金
代
の
仏
教
思
想
を
窺
う

端
緒
と
な
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
善
化
寺
を
窺
う
な
ら
、
遼
代
か
ら
金
代
に
か
け
て
の
仏
教
の
動
向
を
窺
う
上
で
、
善
化
寺
の
伽
藍
は
仏
教
思
想
史

の
分
野
に
と
っ
て
も
一
級
の
資
料
と
な
り
う
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。梁

思
成
の
作
成
し
た
平
面
図
を
下
敷
き
に
、
尊
像
の
配
置
を

図
示
す
る
と
図
２
の
よ
う
に
な
る
。

山
門
の
四
天
王
殿
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
山
門
の
守
護
神

と
し
て
と
り
た
て
て
特
徴
的
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
特
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
他
の

建
物
に
安
置
さ
れ
た
尊
像
は
、
そ
の
配
置
の
仕
方
か
ら
善
化
寺

の
性
格
を
知
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
を
示
し
て
い
る
。

三
聖
殿
に
着
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
華
厳
三
聖
が
祀
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
善
化
寺
は
先
ず
も
っ
て
華
厳
を
信
奉
す

三聖殿 

大雄宝殿 

普賢閣 文殊閣 

西朶殿 東朶殿 

華厳三聖 

五仏 

釈迦 普賢 文殊 

普賢 文殊 

地蔵 観音 

阿 宝生 遮那 弥陀 不空 

四 大菩薩 
　 の 括 り 

密教的華厳三聖 
の 括 り 

図２
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る
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
華
厳
三
聖
は
先
に
述
べ
た
如
く
盧
舍
那
仏
・
普
賢
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
華
厳
經
」
に
登
場
す
る
諸
聖
の
内
で
も
最
も
重
要
な
尊
格
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
無
い
。
し
か
し
、
こ

の
三
尊
を
特
に
三
聖
と
呼
称
し
て
、
他
と
明
確
に
区
分
し
て
一
つ
の
範
疇
を
設
け
る
こ
と
は
、
文
献
よ
り
確
認
さ
れ
る
範
囲
か
ら
言

う
な
ら
、
恐
ら
く
は
澄
観
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
、
澄
観
系
の
華
厳
の
影
響
を
考
え
る
必
要
が
有
る
。
実
に
竺
沙
雅
章
氏
の

研
究
に
よ
り
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
通
り
、
遼
代
の
華
厳
は
澄
観
の
華
厳
教
学
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な

ら
、
そ
の
影
響
下
で
こ
の
よ
う
な
施
設
を
設
け
る
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
言
っ
て
も
宜
し
い
だ
ろ
う
。

三
聖
殿
を
北
に
通
り
抜
け
る
と
、
西
に
普
賢
閣
、
東
に
文
殊
閣
址
が
見
え
る
。
文
殊
閣
は
既
に
焼
失
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
姿
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
普
賢
閣
と
一
対
と
な
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
残
さ
れ
た
台
基
も
普
賢
閣
と
同
程
度

の
面
積
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
姿
は
普
賢
閣
に
相
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
者
を
東
西
そ

れ
ぞ
れ
に
振
り
分
け
る
根
拠
は
、
直
接
「
華
嚴
經
」
に
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
僅
か
に
『
陀
羅
尼
集
經
』
で
「
金
輪
佛
頂
像
法
。
欲
畫

其
像
、
取
淨
白
疊
若
淨
絹
布
。
闊
狹
任
意
、
不
得
截
割
。
於
其
疊
上
畫
世
尊
像
。
身
眞
金
色
著
赤
袈
裟
、
戴
七
寶
冠
作
通
身
光
、
手

作
母
陀
羅
、
結
跏
趺
坐
七
寶
莊
厳
蓮
華
座
上
。
其
華
座
下
豎
著
金
輪
。
其
金
輪
下
畫
作
寶
池
。
遶
池
四
邊
作
鬱
金
華
。
及
四
天
王
各

随
方
立
。
其
下
左
邊
。
畫
作
文
殊
師
利
菩
薩
。
身
皆
白
色
頂
背
有
光
。
七
寶
瓔
珞
寶
冠
天
衣
。
種
種
莊
厳
乘
於
師
子
。
右
邊
畫
作
普

賢
菩
薩
。
莊
厳
如
前
。
乘
於
白
象
。」
と
言
っ
て
い
る
箇
所
が
見
当
た
る
だ
け
で
、
し
か
し
こ
れ
も
方
角
が
丁
度
正
反
対
で
あ
り
、

普
賢
閣
と
文
殊
閣
の
位
置
を
決
定
す
る
根
拠
と
は
見
做
さ
れ
な
い
。
実
際
、
普
賢
菩
薩
は
「
華
嚴
經
」
等
に
具
体
的
な
住
処
が
示
さ

れ
ず
、『
華
嚴
經
疏
』
で
「
普
賢
無
方
無
示
表
法
界
普
周
故
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
特
定
の
住
処
を
持
た
ず
遍
満
す
る
菩
薩
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
「
普
賢
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
積
極
的
に
西
方
に
位
置
づ
け
る
根

拠
は
見
出
し
難
い
。
し
か
し
、
一
対
の
楼
閣
を
建
立
し
よ
う
と
い
う
場
合
、
ど
う
し
て
も
具
体
的
に
位
置
を
設
定
し
な
く
て
は
な
ら

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
を
任
意
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
と
考
え
ず
、
華
嚴
の
影
響
を
第
一
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
、

文
殊
閣
を
積
極
的
に
東
に
位
置
づ
け
る
べ
き
根
拠
は
、
文
殊
菩
薩
の
住
処
と
さ
れ
る
東
方
金
色
世
界
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

つ
ま
り
普
賢
を
積
極
的
に
西
と
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
文
殊
を
東
と
し
た
た
め
に
、
普
賢
は
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
西
に

置
か
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
殊
は
東
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
普

賢
は
西
で
な
く
と
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
寧
ろ
両
者
が
相
対
し
て
並
ぶ
と
い
う
構
図
が
あ
く
ま
で
重
要
だ
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
配
置
は
、
例
え
ば
澄
観
の
『
三
聖
圓
融
觀
門
』
に
示
さ
れ
る
、
二
聖
相
対
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
二
聖
相
対
と
は
、
そ
こ
に
「
三
聖
者
、
本
師
毘
盧
遮
那
如
來
、
普
賢
文
殊
二
大
菩
薩
是
也
。
大
覺
應
世
輔
翼
塵
沙
、

而
華
厳
經
中
、
獨
標
二
聖
爲
上
首
者
、
託
以
表
法
、
不
徒
然
也
。【
中
略
】
三
聖
之
内
二
聖
爲
因
、
如
來
爲
果
。
果
起
言
想
、
且
説

二
因
。
若
悟
二
因
之
玄
微
、
則
知
果
海
之
深
妙
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
普
賢
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
の
二
聖
を
毘
盧
遮
那
仏
が
果
で
あ
る

の
に
対
し
て
因
位
に
位
置
づ
け
、
数
多
あ
る
因
行
を
統
収
す
る
象
徴
と
し
て
い
る
が
、
澄
観
は
更
に
こ
の
因
位
の
両
者
の
関
係
を
相

対
と
相
融
の
観
点
か
ら
求
め
て
、
前
者
の
立
場
か
ら
二
聖
が
三
対
の
法
門
（
能
信
所
信
相
対
・
解
行
相
対
・
理
智
相
対
）
を
示
す
と

い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
性
相
対
を
、
後
者
の
立
場
か
ら
相
融
し
統
一
す
る
も
の
が
盧
舍
那
仏
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
善

化
寺
の
伽
藍
構
成
か
ら
い
え
ば
、
普
賢
閣
・
文
殊
閣
の
建
物
の
規
模
を
勘
案
す
る
と
、
大
雄
宝
殿
の
盧
舍
那
仏
、
或
い
は
五
仏
が
担

う
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
三
聖
殿
に
も
盧
舎
那
仏
は
存
す
る
が
、
殿
内
に
文
殊
菩
薩
と
普
賢
菩
薩
が
並
ん
で
安
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
こ
で
三
性
の
構
図
は
完
結
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
大
雄
宝
殿
の
そ
れ
と
較
べ
る
に
、
像
の
規
模
か
ら
し
て

も
全
く
相
応
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
伽
藍
構
成
を
読
み
解
く
な
ら
、
三
聖
殿
に
於
け
る
三
聖
と
普
賢
閣
・
文
殊
閣
・
大
雄
宝
殿
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
三
聖

（
15
）
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の
両
者
が
認
め
ら
れ
、
善
化
寺
で
は
三
聖
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
両
者
を
見
比
べ
る
と
、
前
者
が
純
然
た

る
顕
教
の
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
密
教
と
の
融
合
が
計
ら
れ
て
い
る
点
に
気
付
く
。
ま
た
三
聖
殿
は
前
殿
と
も
呼
ば
れ
、

手
前
で
顕
教
の
三
聖
、
更
に
奥
に
は
密
教
の
三
聖
が
示
さ
れ
る
と
い
っ
た
意
図
が
存
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
且
つ
建
築
物
の
規
模
か

ら
す
る
と
、
密
教
と
の
融
合
形
を
殊
に
重
視
し
た
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

東
西
朶
殿
と
普
賢
閣
・
文
殊
閣
を
関
連
づ
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
四
大
菩
薩
と
い
う
範
疇
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
四
大
菩

薩
と
の
範
疇
が
設
け
ら
れ
う
る
に
せ
よ
、
地
蔵
菩
薩
と
観
音
菩
薩
は
普
賢
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
と
全
く
均
衡
し
て
い
な
い
。
建
物
の
規

模
、
或
い
は
そ
の
位
置
か
ら
し
て
も
、
文
殊
と
普
賢
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
四
大
菩
薩
と
し
て
等
し
く
扱
う
こ

と
は
躊
躇
わ
れ
る
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
関
係
性
が
認
め
ら
れ
て
も
、
先
の
三
聖
の
関
係
性
が
常
に
第
一
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
副
次
的
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
と
め

善
化
寺
は
遼
代
の
普
恩
寺
時
代
か
ら
の
様
子
を
保
存
し
た
境
内
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
に
華
厳
と
密
教
の
融
合
し
た
形
を
看
取
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

「
華
嚴
經
」
と
密
教
と
の
関
係
は
、
い
ち
早
く
『
大
日
經
疏
』
あ
た
り
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
な
融
合
の
痕
跡
を
文

献
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
清
涼
国
師
澄
観
の
『
華
嚴
經
疏
』
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
遼
代
か
ら
金
代
に
か
け

て
、
澄
観
の
系
に
属
す
華
厳
思
想
が
大
い
に
流
行
し
、
善
化
寺
に
見
ら
れ
る
「
密
教
と
融
合
し
た
華
厳
」
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
時

代
の
様
子
を
如
実
に
留
め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
密
教
と
の
融
合
を
す
す
め
た
澄
観
の
華
厳
教
学
で
は
、「
金
剛
頂
經
」
と

「
華
嚴
經
」
の
融
合
を
指
向
し
つ
つ
も
、
未
だ
三
聖
に
五
仏
を
持
ち
込
む
こ
と
は
文
献
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
辺
り
に
遼
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代
の
華
厳
の
特
徴
、
い
わ
ば
更
に
密
教
と
の
融
合
を
進
め
た
華
厳
の
様
子
を
窺
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
な
れ
ば
、
重

修
に
従
事
し
た
圓
滿
な
る
僧
は
「
盧
舎
之
教
」
に
通
じ
た
者
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
純
粋
な
華
厳
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

密
教
と
の
融
合
が
計
ら
れ
た
華
厳
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逆
か
ら
言
う
な
ら
、
仮
に
密
教
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
華
厳
が
介
在
し
て
い
な
い
と
は
単
純
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
澄
観
以
後
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
兆

し
、
遼
代
あ
た
り
に
顕
著
に
な
っ
た
と
す
る
な
ら
、
密
教
寺
院
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
例
え
ば
地
下
宮
殿
の
発
掘
で
一
躍
有
名

に
な
っ
た
法
門
寺
の
扱
い
に
つ
い
て
も
更
に
慎
重
に
な
る
必
要
が
有
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
に
こ
の
時
代
、
華
厳
と
密
教
の
融
合
を
説
く
論
書
、
例
え
ば
道

の
『
顯
密
圓
通
成
佛
心
要
集
』
や
覚
苑
の
『
大
日
經
義
釋
演

密
鈔
』
が
著
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
単
に
仏
教
思
想
界
の
言
論
の
範
囲
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
実
に
実
際
の
場
面

に
於
て
も
そ
の
動
向
が
如
実
に
反
映
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
五
仏
は
同
じ
大
同
市
の
上
華
嚴
寺
に
も
祀
ら
れ
て
い
る
。
華
厳
寺
は
『
遼
史
』
道
宗
紀
に
拠
れ
ば
、
遼
道
宗
清
寧
八

年
に
創
建
さ
れ
て
お
り
、
善
化
寺
に
現
存
す
る
大
雄
宝
殿
の
建
立
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
相
当
す
る
が
、
華
厳
寺
に
祀
ら
れ
る
五
仏
は
明

代
の
作
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
様
子
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
な
い
。
上
華
厳
寺
大
雄
宝
殿
南
側
に
安
置
さ
れ
て
い
る
明
成
化
元
年

「
重
大
華
嚴
禪
寺
感
應
碑
記
」
に
拠
る
と
、
こ
の
五
仏
の
内
、
木
彫
の
三
体
は
宣
徳
年
間
に
北
京
で
了
然
禅
師
に
よ
り
造
ら
れ
た
も

の
で
、
そ
の
後
、
宣
徳
か
ら
景
泰
に
か
け
て
資
宝
禅
師
に
よ
り
泥
塑
の
二
体
が
増
補
さ
れ
た
と
あ
り
、
も
と
よ
り
五
仏
様
式
を
狙
っ

て
建
立
さ
れ
た
も
の
か
疑
わ
し
く
も
思
わ
れ
る
が
、
地
理
的
に
至
近
の
善
化
寺
に
既
ん
じ
て
華
厳
と
融
合
し
た
五
仏
が
安
置
さ
れ
て

お
れ
ば
、
予
め
五
仏
を
建
立
し
よ
う
と
の
意
図
が
存
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
五
仏
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
か

ら
に
は
、
明
代
に
至
っ
て
も
五
仏
様
式
が
定
着
し
て
い
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
辺
り
の
状
況
と
密
教
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

（
16
）
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註（
１
）
『
元
史
』
世
祖
本
紀
の
「
至
元
二
十
二
年
（
一
二
八
五
）
の
記
事
で

「
是
歳
、
命
江
浙
轉
運
司
通
管
課
程
。
集
諸
路
僧
四
万
于
西
京
普
恩

寺
、
作
資
戒
会
七
日
夜
。」
と
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

（
２
）
『
東
方
學
報
』
京
都
第
十
冊
第
四
分
所
収
の
『
大
同
善
化
寺
石
刻

』

（
水
野

一
）
を
資
料
と
し
て
用
い
た
。

（
３
）

梁
思
成
全
集
（
中
国
建
築
工
業
出
版
社
）
第
二
巻
　
一
二
五
頁

（
４
）

同
全
集
第
二
巻
　
一
〇
七
頁

（
５
）

同
全
集
第
二
巻
　
一
〇
七
頁

（
６
）
『
中
国
建
築
史
叢
考
』
仏
寺
仏
塔
篇
（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
五
四

頁

（
７
）

村
田
前
掲
書
　
五
三
頁

（
８
）

村
田
前
掲
書
　
五
三
〜
五
四
頁

（
９
）
『
東
洋
建
築
史
圖
集
』
日
本
建
築
學
會
編
　
一
五
九
頁

（
10
）

村
田
前
掲
書
　
五
二
頁
〜
五
三
頁

（
11
）

村
田
前
掲
書
　
五
三
頁

（
12
）

大
正
蔵
巻
十
八
　
七
九
〇
上
・
中

（
13
）
『
陀
羅
尼
集
經
』
で
は
方
位
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
本
尊

に
向
っ
て
左
が
文
殊
、
右
が
普
賢
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
善
化
寺
の

場
合
は
大
雄
宝
殿
に
向
っ
て
左
が
普
賢
閣
、
右
が
文
殊
閣
で
あ
る
た

め
、
位
置
が
反
対
と
な
る
。

（
14
）

大
正
蔵
巻
三
五
　
九
二
〇
中

（
15
）

大
正
蔵
巻
四
五
　
六
七
一
上

（
16
）

こ
の
時
期
に
『
釋
摩
訶
衍
論
』
に
註
釈
が
付
さ
れ
、
再
び
注
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

（
17
）

華
厳
寺
の
五
仏
の
台
座
等
を
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
決

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
筆
者
は
現
時
点
で
こ
れ
を
検
討
す
べ
き

資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
密
教
、
華
厳
思
想
、
遼
全
仏
教
、
善
化
寺




